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第４章 子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 
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１．児童人口の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計結果によると、平成３２年（２０２０年）の本市の総人口

は３４，３２８人と推計されています。 

その将来人口推計結果および平成２３～２５年の本市の人口の年齢構成比を用いて算出した、本計画

の計画期間における児童人口の推計結果は以下の通りです。 

総人口が減少することから児童人口についても減少傾向がみられ、１１歳以下の合計では平成２７年度

が３，２５０人であるのに対して、平成３１年度では３，１１７人と１３３人の減少がみられます。 

 

 （人） 

年齢 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

０歳 227 224 222 220 218 

１歳 233 231 229 227 225 

２歳 248 245 243 241 239 

３歳 262 259 256 253 250 

４歳 270 268 265 262 259 

５歳 268 265 262 259 256 

６歳 266 263 260 257 254 

７歳 266 264 261 258 255 

８歳 282 279 276 273 270 

９歳 306 303 300 297 294 

１０歳 306 303 300 297 294 

１１歳 316 312 309 306 303 

合計 3,250 3,216 3,183 3,150 3,117 
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２．教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援事業計画においては、「量の見込み」および「確保の方策」を設定する単位として、地

域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（「教育・保育提供区域」）

を設定するよう定められています。 

 

■教育・保育提供区域 

 

 

 

本市では、教育・保育提供区域を全市で１区域と設定しました。これは以下のような考え方で決定されま

した。 

 

●本市の既存の教育･保育施設は市街地に偏って設置されているものの、既に地区をまたいで利用されて

いることや通園バスの運行などにより、利用範囲は広いと考えられる 

●区域を大きく設定することにより、需給調整や各種サービスの提供などに柔軟に対応でき、また、利用者

が特長ある教育・保育サービスを自由に選択することができる 

●宮城県で策定される都道府県子ども・子育て支援事業支援計画（「みやぎ子ども・子育て幸福計画」（仮

称））では各市町村を１区域と設定されているため、整合性を図ることができる 

 

なお、各地区への配慮や提供施設のバランスの良い設置などについては、今後も引き続き検討していき

ます。 

 

 

 

 

全市で１区域 
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３．学校教育・保育の量の見込みと提供体制の確保内容、実施時期 

（１）計画期間における量の見込み 

教育・保育提供区域ごとの計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員

総数）」は以下の通りです。 

■認定区分 

区分 内容 

１号認定 ３～５歳の学校教育のみ（保育を必要としない）の児童 

２号認定 ３～５歳の保育を必要とする児童 

３号認定 ０～２歳の保育を必要とする児童 

■量の見込み 

 
１号認定 ２号認定 

３号認定 

０歳 １・２歳 

平
成
２
７
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 368人 368人 60人 176人 

確
保
の
内
容
（提
供
体
制
）② 

教
育
・保
育
量
の
見
込
み 

施設型給付 

保育園 0人 312人 39人 149人 

幼稚園 280人 0人  

認定こども園 0人 0人 0人 0人 

地域型 

保育給付 

小規模保育事業 

 

0人 0人 

家庭的保育事業 0人 0人 

居宅訪問型保育 0人 0人 

事業所内保育 0人 0人 

認可外保育施設  0人 11人 29人 

確認を受けない幼稚園 240人  

②－① 152人 ▲56人 ▲10人 2人 

平
成
２
８
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 365人 364人 59人 174人 

確
保
の
内
容
（提
供
体
制
）② 

教
育
・保
育
量
の
見
込
み 

施設型給付 

保育園 0人 312人 39人 149人 

幼稚園 280人 0人  

認定こども園 200人 40人 13人 27人 

地域型 

保育給付 

小規模保育事業 

 

0人 0人 

家庭的保育事業 0人 0人 

居宅訪問型保育 0人 0人 

事業所内保育 0人 0人 

認可外保育施設  0人 3人 2人 

確認を受けない幼稚園 0人  

②－① 115人 ▲12人 ▲4人 4人 
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１号認定 ２号認定 

３号認定 

０歳 １・２歳 

平
成
２
９
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 360人 359人 58人 172人 

確
保
の
内
容
（提
供
体
制
）② 

教
育
・保
育
量
の
見
込
み 

施設型給付 

保育園 0人 312人 39人 149人 

幼稚園 280人 0人  

認定こども園 200人 40人 13人 27人 

地域型 

保育給付 

小規模保育事業 

 

0人 0人 

家庭的保育事業 0人 0人 

居宅訪問型保育 0人 0人 

事業所内保育 0人 0人 

認可外保育施設  0人 3人 2人 

確認を受けない幼稚園 0人  

②－① 120人 ▲7人 ▲3人 6人 

平
成
３
０
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 356人 356人 58人 171人 

確
保
の
内
容
（提
供
体
制
）② 

教
育
・保
育
量
の
見
込
み 

施設型給付 

保育園 0人 312人 39人 149人 

幼稚園 280人 0人  

認定こども園 0人 0人 0人 0人 

地域型 

保育給付 

小規模保育事業 

 

0人 0人 

家庭的保育事業 0人 0人 

居宅訪問型保育 0人 0人 

事業所内保育 0人 0人 

認可外保育施設  0人 0人 0人 

確認を受けない幼稚園 200人  

②－① 124人 ▲44人 ▲19人 ▲22人 

平
成
３
１
年
度 

量の見込み（必要利用定員総数）① 352人 352人 57人 169人 

確
保
の
内
容
（提
供
体
制
）② 

教
育
・保
育
量
の
見
込
み 

施設型給付 

保育園 0人 312人 39人 149人 

幼稚園 280人 0人  

認定こども園 200人 40人 13人 27人 

地域型 

保育給付 

小規模保育事業 

 

0人 0人 

家庭的保育事業 0人 0人 

居宅訪問型保育 0人 0人 

事業所内保育 0人 0人 

認可外保育施設  0人 0人 0人 

確認を受けない幼稚園 0人  

②－① 128人 0人 ▲5人 7人 

 



 

- 7 - 

 

（２）各事業の推進の方向性 

■保育園 

保護者の労働又は疾病などにより、家庭において当該児童を保育することができないと認められる場合

に、保護者に代わり保育園での保育を実施します。 

 

【今後の方向性】 

過去の実績やアンケート調査の結果などから、保育ニーズが高い状態はしばらく続くと見込まれます。特

に、３歳以下の潜在的保育ニーズが高くなっており、実際の保育量も増加すると見込んでいます。こうした

傾向を踏まえ、今後は、さらに保育の充実を図っていきます。 

 

【３号認定保育利用率】 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

満３歳未満児

数（Ａ） 
７０８ ７００ ６９４ ６８８ ６８２ 

３号認定子ども

の利用定員数

（Ｂ） 

１８８ ２２８ ２２８ １８８ ２２８ 

保育利用率 

（Ｂ／Ａ） 
26.55％ 32.57％ 32.85％ 27.33％ 33.43％ 

満３歳未満の子どもの数全体に占める３号認定子どもの利用定員数の割合（保育利用率）は平成３１年

度に３３．４３％になることを目指します。 

 

■幼稚園 

保護者の就労状況には関わりなく、満３歳から小学校就学前の児童に向けた教育を行います。 

 

【今後の方向性】 

アンケート調査の結果では幼稚園の利用希望が６割近くとなっており、フルタイムで働く保護者の利用希

望も４割を超えているなど教育ニーズは高くなっていることから、今後も現在と同程度の利用を見込んでい

ます。引き続き、教育環境の充実を推進していきます。 
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■認定こども園 

保育園と幼稚園の両方の機能を持ち、就学前の教育・保育を一体的に一貫して行います。 

 

【今後の方向性】 

現在、市内に認定こども園はなく、アンケート調査の結果でも認知度や利用希望は低くなっています。し

かし、今後に向けては、市民の高い保育ニーズを満たすことと、両親がフルタイムで働く世帯の約４割が希

望する教育ニーズの受け皿としても期待されていることから、幼稚園や保育所などの既存施設の認定こども

園への移行を支援するため、情報提供などに努めていきます。 

 

■小規模保育事業 

主に３歳未満を対象として、６～１９人までの小規模な人数で行う保育事業です。 

 

【今後の方向性】 

アンケート調査の結果では認知度、利用希望ともに低くなっていますが、今後、増加が予想される３歳未

満の保育ニーズの受け皿として期待されていることから、事業者への情報提供などを行い、新制度への移

行を支援していきます。 

 

■家庭的保育事業 

家庭的保育者の居宅などで家庭的な雰囲気の下、少人数（家庭的保育者１人につき３人）を対象にきめ

細かな保育を行います。 

 

【今後の方向性】 

アンケート調査の結果では認知度、利用希望ともに低くなっていますが、今後、増加が予想される３歳未

満の保育ニーズの受け皿として期待されています。事業者への情報提供などを行い、新制度への移行を

支援していきます。 

 

■居宅訪問型保育 

障がいや疾患などで個別なケアが必要な場合などに利用者の居宅において、１対１を基本とするきめ細

かな保育を行います。 

 

【今後の方向性】 

アンケート調査の結果では認知度、利用希望ともに低い現状となっていますが、集団保育が難しい児童

の保育ニーズの受け皿として期待されています。今後は事業者への情報提供などを行い、新制度への参

入支援を行っていきます。 
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■事業所内保育 

企業が従業員の仕事と子育ての両立支援として実施するもので、事業所内やその近隣などで、主に従

業員の児童を対象として保育を行います。 

 

【今後の方向性】 

アンケート調査の結果では現状の認知度、利用希望ともに低くなっていますが、従業員への福利厚生だ

けでなく、地域の保育ニーズの受け皿としても期待されることから、今後は事業者への情報提供などを行い、

新制度への参入支援を行っていきます。 

 

■認可外保育施設 

国の規定した設置基準に満たないものの、県や市の定める基準を満たした保育施設です。 

 

【今後の方向性】 

過去の実績やアンケート調査の結果などから、保育ニーズが高い状態はしばらく続くと見込まれることか

ら、認可外保育施設についても保育ニーズの受け皿として期待されています。今後は事業者への情報提

供などを行い、新制度への移行を支援していきます。 

 

■確認を受けない幼稚園 

子ども・子育て新制度における「施設型給付」を受けない幼稚園です。 

 

【今後の方向性】 

本市では、これまでの利用実績やアンケート調査の結果から幼稚園の利用希望が高い傾向にあり、新

制度に移行しない幼稚園についても、引き続き、教育ニーズの受け皿として重要と考えています。今後は、

事業者の意向を踏まえつつ、新制度への移行の向けた情報提供等を行うなど、支援を行っていきます。 
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４．学校教育・保育の一体的提供と推進体制 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

現在、本市内には認定こども園がなく、市民の認定こども園に対するニーズも幼稚園や保育園と比べて

高くないのが現状です。しかし、認定こども園は、保護者の就労状況及びその変化によらず、柔軟に子ども

を受け入れられるという特長や地域の子育て支援を行う機能もあり、全ての子どもに良質な成育環境を保

障するという新制度の考え方からも普及促進を図っていくことが重要だと考えます。 

公立の幼稚園・保育園については、当面の間は認定こども園へ移行せず、このまま運営を続けていく方

針ですが、民間の幼稚園設置者・保育園設置者に対しては、設置者の意向も踏まえつつ、認定こども園に

関する情報提供を適宜行うことで、認定こども園への移行を支援していきます。 

将来的には、市内に１か所以上の設置を目標とします。 

 

 

（２）質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の役割及び推進方策 

乳幼児期の発達は連続性を有することや幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なも

のであることなどを踏まえ、現在も実施している幼稚園、保育園、小学校間の交流活動を継続し、充実させ

ていきます。また、地域ボランティアや中高生の職場体験などの受け入れ、読み聞かせ会や昔遊びの会な

どを通じて地域との交流を図ります。さらに、未就園児の受け入れと交流活動の実施、子育て相談などの

支援についても、継続して行っていきます。 

 

 

（３）幼稚園・保育園・小学校の連携、なめらかな接続の取組の推進 

本市独自の事業として、市内の公私立の幼稚園・保育園の教職員、公立小学校の教員を対象として、接

続のカリキュラムに関する合同研修会（授業参観）を年１回開催しており、今後も継続して実施していきま

す。 

また、市内の各小学校とそれに接続する近隣幼稚園・保育園を３つのブロックに分け、幼児・児童・教職

員等の交流活動も行っています。特に、教職員同士の顔の見える関係の構築を重視しており、小学校への

児童のスムーズな受け入れを図っています。 

さらに、幼児期から小学校段階への子どもたちの発達と学びの連続性を考慮し、幼稚園や保育園から小

学校生活への円滑な接続を図ることを目的として、本市の各小学校区で共通して実践できるよう白石市接

続カリキュラムを作成しました。 

このカリキュラムは、幼稚園・保育園の年長児後半から取り組む「アプローチカリキュラム」と、小学校入学

当初の学習や生活にスムーズに適応していくことができるよう編成した「スタートカリキュラム」から構成され

ています。 
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５．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保内容、実施時期 

（１）計画期間における量の見込み 

教育・保育提供区域ごとの計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」は以下の通

りです。 

なお、地域子ども・子育て支援事業の実施にあたっては、妊娠期からの切れ目ない支援に配慮し、母子

保健関連施策との連携をとりつつ実施していきます。 

 

  
平成 

２７年度 

平成 

２８年度 

平成 

２９年度 

平成 

３０年度 

平成 

３１年度 

利用者支援事業 量の見込み① 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

確保の内容② 0か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

②－① ▲1か所 0か所 0か所 0か所 0か所 

時間外保育事業 

（延長保育） 

量の見込み① 71人 70人 70人 69人 68人 

確保の内容② 150人 150人 150人 150人 150人 

②－① 79人 80人 80人 81人 82人 

放課後児童健全育成事業 量の見込み① 335人 332人 327人 324人 321人 

  低学年 確保の内容② 210人 210人 210人 230人 230人 

  高学年 確保の内容③ 100人 100人 100人 110人 110人 

    （③＋②）－① ▲25人 ▲22人 ▲17人 16人 19人 

地域子育て支援拠点事業 量の見込み① 2,826人 2,793人 2,769人 2,746人 2,719人 

確保の内容② 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 

②－① 174人 207人 231人 254人 281人 

一時預かり（在園児対象） 

 

 

 １号認定の利用 量の見込み① 1,151人 1,140人 1,127人 1,114人 1,101人 

 ２号認定の利用 量の見込み② 9,118人 9,027人 8,925人 8,822人 8,719人 

  確保の内容③ 0人 12,000人 12,000人 0人 12,000人 

  ③－②－① ▲10,269 人 1,833人 1,948人 ▲9,936人 2,180人 

一時預かり（幼稚園以外）等 量の見込み① 2,427人 2,400人 2,376人 1,631人 1,620人 

 一時預かり 

（幼稚園以外） 
確保の内容② 0人 0人 1,500人 1,500人 1,500人 

 ファミリー ・サポート ・センター 

（病児・病後児以外） 
確保の内容③ 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 

  （③＋②）－① ▲1,427人 ▲1,400人 124人 869人 880人 
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平成 

２７年度 

平成 

２８年度 

平成 

２９年度 

平成 

３０年度 

平成 

３１年度 

病児病後児 量の見込み① 239人 236人 234人 232人 229人 

  病児病後児保育 確保の内容② 0人 0人 0人 960人 960人 

  ファミリー ・サポート ・センター 

（病児・病後児利用） 
確保の内容③ 0人 0人 0人 0人 0人 

    （③＋②）－① ▲239人 ▲236人 ▲234人 728人 731人 

子育て援助活動支援事業 量の見込み① 550人 550人 549人 150人 150人 

  ファミリー ・サポート ・センター 

（低学年） 
確保の内容② 350人 350人 350人 350人 350人 

  ファミリー ・サポート ・センター 

（高学年） 
確保の内容③ 250人 250人 250人 250人 250人 

    （③＋②）－① 50人 50人 51人 450人 450人 

妊婦健康診査 量の見込み① 246人 243人 241人 210人 210人 

健診回数 （①×14） 3,444回 3,402回 3,374回 2,940回 2,940回 

確保の内容② 260人 260人 260人 260人 260人 

②－① 14人 17人 19人 50人 50人 

乳児家庭全戸訪問事業 量の見込み① 236人 234人 231人 229人 226人 

確保の内容② 260人 260人 260人 260人 260人 

②－① 24人 26人 29人 31人 34人 

養育支援訪問事業、子ど

もを守る地域ネットワーク

機能強化事業 

量の見込み① 35人 35人 35人 35人 35人 

確保の内容② 40人 40人 40人 40人 40人 

②－① 5人 5人 5人 5人 5人 

 

子どもを守る地域ネッ

トワーク機能強化事

業（実務者会議台帳

搭載者数） 

量の見込み① 75人 75人 75人 75人 75人 

確保の内容② 80人 80人 80人 80人 80人 

②－① 5人 5人 5人 5人 5人 
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（２）各事業における量の見込み 

■利用者支援事業 

児童又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情報提供や相

談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡・調整などを行います。 

 

【今後の方向性】 

教育・保育施設等の利用についてだけでなく、子育て支援全般の情報提供について要望は大きいもの

と考えられることから、子育て全般の相談窓口を設けて専門の相談員を配置するなど、今後は子育て支援

に関するワンストップサービスの構築を目指していきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

確保の内容② 0か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

②－① ▲1か所 0か所 0か所 0か所 0か所 

 

 

■時間外保育事業（延長保育） 

保護者の就労形態の多様化などに対応するため、通常の開所時間を超えて保育を行います。 

 

【今後の方向性】 

平成２５年度の利用実績は高くなかったものの、アンケート調査の結果などから潜在的な利用ニーズは

高いものと考えます。潜在的なものも含めた利用ニーズに対応できるよう、延長保育の充実を図っていきま

す。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 71人 70人 70人 69人 68人 

確保の内容② 150人 150人 150人 150人 150人 

②－① 79人 80人 80人 81人 82人 
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■放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない市内の小学校に通学している児童に、放課後等に適切な遊び

と生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。また、保護者が安心して就労できる環境づくりに寄

与し、仕事と子育ての両立を支援しています。 

 

【今後の方向性】 

利用実績も増加傾向にあり、アンケート調査の結果からは未設置校区の潜在的な利用ニーズが高いこと

が伺えます。今後は、こうした利用ニーズに対応できるよう事業の充実を図っていきます。 

また、平成２６年度から４か所の業務委託により、開所時間を延長しています。今後も、利用者ニーズの

把握に努め、開所時間の延長などについて検討していきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 335人 332人 327人 324人 321人 

確保の
内容② 

低学年 210人 210人 210人 230人 230人 

高学年 100人 100人 100人 110人 110人 

②－① ▲25人 ▲22人 ▲17人 16人 19人 

 

 

■地域子育て支援拠点事業 

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画・調整・実施を担

当する職員を配置し､子育て家庭などに対する育児不安などに関する相談指導や子育てサークルなどへ

の支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う拠点です。 

 

【今後の方向性】 

量の見込みは、これまでの利用実績から推計しています。また、アンケート調査の結果では、利用希望

が対象児童の約２割に留まっているため、機能の強化・充実を図り、利用者増加を目指していきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 2,826人 2,793人 2,769人 2,746人 2,719人 

確保の内容② 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 

②－① 174人 207人 231人 254人 281人 
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■一時預かり（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）） 

幼稚園において、通常の教育時間の前後や長期休業中に、希望する児童に向けて実施される預かり保

育事業です。 

 

【今後の方向性】 

これまで利用実績を元に量の見込みの推計を行っていますが、アンケート調査の結果などからは潜在的

な利用ニーズも少なくないことが予想されます。現在、預かり保育は私立幼稚園のみが行っていますが、今

後は事業者の意向を踏まえつつ、情報提供などを行うことで新制度への移行の支援を図っていきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み①

（１号認定） 
1,151人 1,140人 1,127人 1,114人 1,101人 

量の見込み②

（２号認定） 
9,118人 9,027人 8,925人 8,822人 8,719人 

確保の内容③ 0人 12,000人 12,000人 0人 12,000人 

③－②－① ▲10,269人 1,833人 1,948人 ▲9,936人 2,180人 

※平成２７年度は、預かり保育を実施している私立幼稚園が新制度に移行せず、また、一時預かり事業（幼

稚園型）を実施しない意向のため、確保内容を０人としていますが、引き続き従来の預かり保育は、実施す

る予定です。 

 

■一時預かり（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）以外） 

幼稚園の在園児以外に実施される預かり保育で、保育園やファミリー・サポート・センターなどにおける預

かり保育事業です。 

 

【今後の方向性】 

現在、本市では一時預かりを実施している施設はなく、ファミリー・サポート・センター事業でその一部を

補っている状況です。これまでの利用実績から、潜在的な利用ニーズは高いと考えられるため、今後は、引

き続きファミリー・サポート・センター事業での提供を軸としつつ、事業者への情報提供などの各種支援を行

い、一時預かり事業単独での実施を目指します。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 2,427人 2,400人 2,376人 1,631人 1,620人 

確保の内容②

（一時預かり

（ 幼 稚 園 以

外）） 

0人 0人 1,500人 1,500人 1,500人 

確保の内容③

（ファミサポ病

児・病後児以

外） 

1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 

（③＋②）－① ▲1,427人 ▲1,400人 124人 869人 880人 
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■病児病後児保育事業 

疾病回復期にある概ね１０歳未満の児童で、保護者の労働その他の理由により家庭での保育に支障が

ある場合、一時的に保育を行います。家庭又は保育士、看護師その他の者の居宅において適当な設備を

備えるなどにより保育を行う｢派遣型｣と､保育所その他施設､病院又は診療所において適当な設備を備える

などにより保育を行う｢施設型｣があります。 

 

【今後の方向性】 

本市では病後児保育を実施している施設はなく、ごく軽度の病後児についてファミリー・サポート・センタ

ー事業で対応していますが、ここ数年にかけては利用実績がない状態となっています。 

病児保育も実施している施設はなく、近隣市町にも実施している施設がないため、こちらについても利用

実績はありませんが、アンケート調査の結果などから、病児保育の利用には慎重な意見が多いものの、潜

在的な利用ニーズがあることが認められます。 

病児保育を利用するとした場合は「小児科に併設した施設」を希望した方が約８割を占めていることから、

今後は事業者や医療機関などへの情報提供を行い、病児病後児保育事業の実施を検討していきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 239人 236人 234人 232人 229人 

確保の内容② 

（病児病後児

保育） 

0人 0人 0人 960人 960人 

確保の内容③ 

（ファミサポ病

後児） 

0人 0人 0人 0人 0人 

（③＋②）－① ▲239人 ▲236人 ▲234人 728人 731人 

 

 

■子育て援助活動支援事業（ファミサポ就学児） 

「子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と、「子育てのお手伝いをしたい人（講習を受けた提供会

員）」が会員登録することで運営される相互援助組織です。 

 

【今後の方向性】 

放課後児童クラブや塾などの送迎を中心に一定数の利用があり、今後も同程度の利用を見込んでいま

す。今後は、利用ニーズに応えられるよう提供会員の確保に努めていきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 550人 550人 549人 150人 150人 

確保の
内容② 

低学年 350人 350人 350人 350人 350人 

高学年 250人 250人 250人 250人 250人 

②－① 50人 50人 51人 450人 450人 
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■妊婦健康診査 

妊婦の健康・出産と、子どもの健やかな成長を応援するために、妊婦健康診査の費用を助成します。 

 

【今後の方向性】 

これまでの受診者数の実績と出生数の将来推計から、計画期間中の受診者数は２４０人前後で推移す

ると予想されます。 

今後も引き続き、妊婦の経済的な負担の軽減を図るとともに、妊娠中の異常などの早期発見・早期治療

に努め、安心して出産を迎えられるよう取り組んでいきます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 246人 243人 241人 210人 210人 

健診回数 （①×14） 3,444回 3,402回 3,374回 2,940回 2,940回 

確保の内容② 260人 260人 260人 260人 260人 

②－① 14人 17人 19人 50人 50人 

 

 

■乳児家庭全戸訪問事業 

保健師または助産師が家庭を訪問し、体調や育児などに不安のある妊産婦や生後４カ月までの乳児、

小さく生まれた乳児（養育医療対象児）の健康管理や授乳方法、育児などについて相談等を行う事業で

す。 

 

【今後の方向性】 

これまでの対象者数の実績と出生数の将来推計から、計画期間中の対象者数は２３０人前後で推移す

ると予想されます。 

今後も引き続き、よりよい母子関係の構築、育児不安の解消や虐待の予防・発見を目的に、すべての家

庭を訪問できるよう努めます。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 236人 234人 231人 229人 226人 

確保の内容② 260人 260人 260人 260人 260人 

②－① 24人 26人 29人 31人 34人 
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■養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に

資する事業） 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、

当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業と、要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）

の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機

関間の連携強化を図る取組を実施する事業です。 

 

【今後の方向性】 

養育支援訪問事業については、乳児はおおよそ年間１５件程度に留まっているものの、未就学児全体で

は増加傾向となっていることから、今後も適切な支援が行えるよう、関係機関との連携の強化を継続してい

きます。 

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業は、白石市子どもネットワーク連絡協議会（要保護児童対策

地域協議会代表者会議）を年１回開催し、実務者レベルの要保護児童対策地域協議会実務者会議も開

催しています。また、必要に応じてケース会議も開催しています。 

実務者会議台帳搭載者は近年増加傾向にあり、特に、保護者の養育能力が低いために養育支援が必

要となるケースの増加が懸念されています。今後も関係機関との連携強化に取り組み、適切な支援が行え

るよう努めます。 

 

【養育支援訪問事業】 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 35人 35人 35人 35人 35人 

確保の内容② 40人 40人 40人 40人 40人 

②－① 5人 5人 5人 5人 5人 

 

【子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（実務者会議台帳搭載者数）】 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み① 75人 75人 75人 75人 75人 

確保の内容② 80人 80人 80人 80人 80人 

②－① 5人 5人 5人 5人 5人 
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